
〇
内 

閣 

府

農
林
水
産
省
令
第 

 
 

号 
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
十
一
条
の
六
第
二
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
の
十
二
第
二
項
（
同
法
第
九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
第
一
項
及
び
第
百
条
第
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第
九
十
三
号
）
第
五
十
七
条
第
二
項
の

規
定
、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
四
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
八
条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九
十

五
条
の
四
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
五
十
二
条
の
四
十
四
第
三
項
の
規
定

、
農
業
協
同
組
合
法
第
九
十
二
条
の
五
の
九
第
一
項
、
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
十
七
条
第
一
項
及
び
農
林
中
央
金
庫
法
第
九

十
五
条
の
五
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
六
十
一
の
八
第
二
項
の
規
定
並
び
に
農
林
中
央
金
庫
及

び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
九
年
政
令
第
八
号
）
附
則

第
二
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正

す
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
四
年
三
月 

 
 

日 

内
閣
総
理
大
臣 

岸
田 

文
雄 

1



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

農
林
水
産
大
臣 

金
子
原
二
郎 

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
命
令 

（
農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

農
業
協
同
組
合
及
び
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
信
用
事
業
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大 

蔵 

省

農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

2



改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
組
合
の
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
） 

第
十
四
条
の
三
の
二 

組
合
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
利
用
者
に
関
す
る

情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）

第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事

態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
行
政
庁
に
速
や
か
に
報
告
す

る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
） 

第
五
十
七
条
の
十
七 

第
十
四
条
の
三
か
ら
第
十
四
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
特

定
信
用
事
業
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四

条
の
三
の
二
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長

官
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
） 

第
五
十
七
条
の
十
七 

第
十
四
条
の
三
か
ら
第
十
四
条
の
五
ま
で
の
規
定
は
、
特

定
信
用
事
業
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の

報
告
） 

第
五
十
七
条
の
三
十
一
の
三
十
九
の
二 

特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者

は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用

者
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
に
規

定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く

は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、

当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
等
に
速
や
か
に
報

告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 

3



 

（
行
政
庁
等
） 

第
六
十
条 

こ
の
命
令
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え

る
区
域
を
地
区
と
す
る
組
合
及
び
都
道
府
県
の
区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同

組
合
連
合
会
に
お
け
る
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
（
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
号
、
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁

長
官
、
第
七
条
第
二
項
、
第
十
四
条
の
三
の
二
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
に
係

る
も
の
に
つ
い
て
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
当
該
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
福
岡
財
務
支
局
長
）
、
そ
の
他
の
規
定
に
係
る
も
の

に
つ
い
て
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
等
、
そ
の
他
の
組
合
に
つ
い
て

は
都
道
府
県
知
事
と
す
る
。 

 

（
行
政
庁
等
） 

第
六
十
条 

こ
の
命
令
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
、
都
道
府
県
の
区
域
を
超
え

る
区
域
を
地
区
と
す
る
組
合
及
び
都
道
府
県
の
区
域
を
地
区
と
す
る
農
業
協
同

組
合
連
合
会
に
お
け
る
第
十
八
条
第
三
項
第
三
号
（
第
二
十
一
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
四
十
一
条
第
一
項
第
十
号
、
第
二

項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁

長
官
、
第
七
条
第
二
項
及
び
第
五
十
九
条
の
規
定
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
農

林
水
産
大
臣
及
び
当
該
組
合
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局

長
（
当
該
所
在
地
が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
福
岡
財
務
支
局
長
）
、
そ
の
他
の
規
定
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
農
林
水
産

大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
等
、
そ
の
他
の
組
合
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
と
す

る
。 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

4



（
漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

漁
業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大 

蔵 

省

農
林
水
産
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

5



改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
組
合
又
は
連
合
会
の
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
） 

第
十
二
条
の
二
の
二 

組
合
又
は
連
合
会
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
利
用

者
に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

五
十
七
号
）
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ

れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
行
政
庁
に
速
や

か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
） 

第
五
十
条
の
十
七 

第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
特
定

信
用
事
業
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
二
条

の
二
の
二
中
「
行
政
庁
」
と
あ
る
の
は
、
「
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官

等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
個
人
顧
客
情
報
の
取
扱
い
） 

第
五
十
条
の
十
七 

第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
二
条
の
四
ま
で
の
規
定
は
、
特
定

信
用
事
業
代
理
業
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の

報
告
） 

第
五
十
条
の
三
十
一
の
三
十
九
の
二 

特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は

、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
特
定
信
用
事
業
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者

に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定

す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は

毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当

該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
等
に
速
や
か
に
報
告

す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 

6



備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

7



（
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

改
正
） 

第
三
条 
農
林
中
央
金
庫
及
び
特
定
農
水
産
業
協
同
組
合
等
に
よ
る
信
用
事
業
の
再
編
及
び
強
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

平
成
九
年
大 
蔵 

省

農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
項
を
加
え
る
。

8



改 

正 

後 

改 

正 

前 

附 

則 
 

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用
等
） 

第
三
十
五
条 
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
規
定
は
、
特
定
承

継
会
社
を
銀
行
と
み
な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
特
定
承
継
会

社
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

附 

則 
 

（
銀
行
と
み
な
さ
れ
る
特
定
承
継
会
社
に
係
る
銀
行
法
施
行
規
則
の
準
用
等
） 

第
三
十
五
条 

［
同
上
］ 

［
略
］ 

第
十
三
条
の
六
の
五 
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等 

第
十
三
条
の
六
の
五
の
二 
個
人
顧
客
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告 

［
略
］ 

 

［
同
上
］ 

第
十
三
条
の
六
の
五 

個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等 

［
項
を
加
え
る
。
］ 

［
同
上
］ 

 

２ 

［
略
］ 

２ 

［
同
上
］ 

備
考 

表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 

9



（
農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

農
林
中
央
金
庫
法
施
行
規
則
（
平
成
十
三
年
内 

閣 

府

農
林
水
産
省
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

10



改 

正 

後 

改 

正 

前 

（
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
） 

第
六
十
八
条 

農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る

情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場

合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀

損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

（
個
人
顧
客
情
報
の
安
全
管
理
措
置
等
） 

第
六
十
八
条 

農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関
す
る

情
報
の
安
全
管
理
、
従
業
者
の
監
督
及
び
当
該
情
報
の
取
扱
い
を
委
託
す
る
場

合
に
は
そ
の
委
託
先
の
監
督
に
つ
い
て
、
当
該
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
き

損
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
か
つ
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 

 

（
個
人
顧
客
情
報
の
漏
え
い
等
の
報
告
） 

第
六
十
八
条
の
二 

農
林
中
央
金
庫
は
、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
顧
客
に
関

す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。

）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は
毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ

る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金

融
庁
長
官
に
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

  

［
条
を
加
え
る
。
］ 

 

（
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
の
個
人
利
用
者
情
報
の
漏
え
い
等
の

報
告
） 

第
百
四
十
七
条
の
十
六
の
三
十
の
二 

農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
者
は

、
そ
の
取
り
扱
う
個
人
で
あ
る
農
林
中
央
金
庫
電
子
決
済
等
代
行
業
の
利
用
者

に
関
す
る
情
報
（
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
三
項
に
規
定

す
る
個
人
デ
ー
タ
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
漏
え
い
、
滅
失
若
し
く
は

毀
損
が
発
生
し
、
又
は
発
生
し
た
お
そ
れ
が
あ
る
事
態
が
生
じ
た
と
き
は
、
当

   

［
条
を
加
え
る
。
］ 
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該
事
態
が
生
じ
た
旨
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
金
融
庁
長
官
に
速
や
か
に
報
告
す

る
こ
と
そ
の
他
の
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

備
考 
表
中
の
［ 

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
こ
の
命
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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